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それでは、当委員会に審査を付託されました諸議案につきまして、その審査

概要と結果を順次ご報告申し上げます。

初めに、歳出の部、第８款「土木費」及び当該歳出に関係する歳入並びに第

２条第２表「継続費」及び第３条第３表「債務負担行為」並びに第４条第４表

「地方債」のうち土木費に関する事項についてを一括議題といたしましたとこ

ろ、道路橋りょう総務費にかかわり、地籍調査事業の実施地域について、建築

審査費にかかわり、狭あい道路拡幅整備補助金の申請件数の見込みについて、

都市環境整備推進費にかかわり、川口本町４丁目９番地区第一種市街地再開発

事業の進捗状況について等、質疑応答の後、討論へと移行し、まず、川口駅周

辺再開発事業については、川口駅周辺に住んでいない、または川口駅を利用し

ない市民にとって再開発の便益を感じる機会が少なく、仮に川口駅周辺の人口

が増えたとしても、本市の人口の偏在に拍車をかけることから、反対するとの

意見。

また、街路整備事業や再開発事業については、本市がまちづくりを進めるな

かで、良好な都市環境を確保することに加え、防災対策などにも大きく寄与す

るものであり、必要な事業である。そのほか、各事業の実施に必要な関係諸費

用についても適切であることから、賛成するとの意見。  

さらに、街路整備事業については、単年度の進捗率が非常に低い状態であり、

多額の予算執行は、見直しを求める。川口本町４丁目９番地区第一種市街地再

開発事業及び川口元郷１丁目２番地区優良建築物等整備事業に対しても、多額

の税金が投入されることは看過できず、反対するとの意見がそれぞれ述べられ

たる後、一括採決の結果、起立者多数で可決と決しました。

次に、議案第４１号「市道路線の認定について（神根第３１６－３号線）」及

び議案第４２号「市道路線の廃止について（新郷第３６１号線）」の以上２議案

を一括議題といたしましたところ、質疑なく、一括採決の結果、起立者全員で

可決と決しました。

次に、議案第３８号「川口市建築基準法等関係事務手数料条例の一部を改正

する条例」を議題といたしましたところ、質疑なく、採決の結果、起立者全員

で可決と決しました。

次に、議案第３９号「川口市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例」

を議題といたしましたところ、質疑なく、採決の結果、起立者全員で可決と決

しました。
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次に、議案第２４号「川口都市計画土地区画整理事業特別会計予算」を議題

といたしましたところ、事業費にかかわり、各土地区画整理事業の進捗率につ

いて等、質疑応答の後、採決の結果、起立者全員で可決と決しました。

次に、議案第２５号「川口市水道事業会計予算」を議題といたしましたとこ

ろ、インボイス制度開始に伴うシステム改修の費用について、配水及び給水費

にかかわり、漏水件数の見込みと対策について等、質疑応答の後、討論へと移

行し、まず、水道料金に対して、低所得者に負担が大きく、逆進性の高い消費

税が転嫁されていることから、反対するとの意見。

また、企業債の借り入れに過度に依存せず、営業収益が減少するなか、老朽

管の更新などに必要な予算を計上した上で、約１４億４，０００万円の利益を

見込めたことは、経営努力の結果であると評価できる。消費税については、安

定した社会保障を実現するための貴重な財源であり、事業者として取り扱うこ

とが適切であることから、賛成するとの意見がそれぞれ述べられたる後、採決

の結果、起立者多数で可決と決しました。

次に、議案第２６号「川口市下水道事業会計予算」を議題といたしましたと

ころ、管渠改良費にかかわり、下水道管の耐震化率について等、質疑応答の後、

採決の結果、起立者全員で可決と決しました。

最後に、歳出の部、第９款「消防費」及び当該歳出に関係する歳入並びに第

３条第３表「債務負担行為」及び第４条第４表「地方債」のうち消防費に関す

る事項についてを一括議題といたしましたところ、消防施設費にかかわり、東

消防署建設事業全体の完了時期について等、質疑応答の後、一括採決の結果、

起立者全員で可決と決しました。

以上で報告を終わります。


